
復興農学会 会誌投稿規程 

 

2020 年 10 月 5 日制定    

2024 年 4 月 30 日一部修正 

 

I. 総則 

1.復興農学会誌は，国内・外における自然災害・人為災害（原子力災害等）からの復旧・復興から

得た農学・農業（農林水産業等）分野における知見・技術を、原著論文・総説や解説記事として広

く国内・外に発信する。本会誌は年 2 回（1 月と 7 月）に発行する。 

 

2.（投稿資格）筆頭著者または Corresponding author は、復興農学会第 4 条に規定する会員に限

る。ただし依頼原稿については、その限りでない。 

 

3.（著作権）本誌に掲載された論文、総説、解説等についての著作権は復興農学会に属する。 

 

II.原稿の種類  

4.（投稿原稿）原著論文、総説、解説、オピニオン、現場からの報告、ニュース、資料、その他を設

ける。 

 

①原著論文  

原著論文は、報文およびノートの 2 種類とし、いずれも他誌に未発表のものに限る。  

a） 報文：学術的で新規な知見、独創的な考察、あるいは価値ある事実を含むもの。  

b） ノート：新しい事実や、研究方法の改良などを含む短いもの。  

原著論文の投稿は会員に限る。 

 

②総説  

研究の進歩の状況、現状、将来への展望などをまとめたもの、あるいは国内・外における自然災

害・人為災害（原子力災害等）からの復旧・復興から得た農学・農業（農林水産業等）分野における

知見・技術を「復興知」としてまとめたもの。  

会員による投稿が原則であるが、編集委員会が企画して、投稿依頼をする場合がある。 

 

③解説  

基本的または応用的主題を分かり易く解説したもの、あるいは国内・外における自然災害・人為災

害（原子力災害等）からの復旧・復興から得た農学・農業（農林水産業等）分野における知見・技術

を「復興知」として分かりやすく解説したもの。  

会員による投稿が原則であるが、編集委員会が企画して、投稿依頼をする場合がある。 



 

④オピニオン  

国内・外における自然災害・人為災害（原子力災害等）からの復旧・復興に関する提言、学会活動

に関する意見発表、その他。  

会員・非会員ともに投稿可能であるが、編集委員会の査読を受け、本学会の規定に沿わない場合

は受理されない場合もある。 

 

⑤現場からの報告  

自然災害・人為災害（原子力災害等）からの復旧・復興に関する現場の人の活動、現場で活動す

る人の声、自然災害・原子力災害等からの復旧・復興に関する現地検討会（小中学校やその他の

教育機関等での活動の紹介も含む）の報告等。  

会員・非会員ともに投稿可能であるが、編集委員会の査読を受け、本学会の規定に沿わない場合

は受理されない場合もある。 

 

⑥ニュース  

自然災害・人為災害（原子力災害等）からの復旧・復興に関するニュース等 

会員・非会員ともに投稿可能であるが、編集委員会の査読を受け、本学会の規定に沿わない場合

は受理されない場合もある。 

 

⑦資料  

自然災害・人為災害（原子力災害等）からの復旧・復興に関する調査、統計、写真等、資料的価値

のあるもの。  

会員・非会員ともに投稿可能であるが、編集委員会の査読を受け、本学会の規定に沿わない場合

は受理されない場合もある。 

 

⑧その他  

学会記事等、学会活動に必要なもの。 

 

5. （依頼原稿） 国内・外における自然災害・人為災害（原子力災害等）からの復旧・復興から得た

農学・農業（農林水産業等）分野における知見・技術情報を会員に提供するために、編集委員会

が企画、依頼をする。依頼原稿の種類は総説、解説とする。 

 

III.原稿の作成、送付および取り扱い  

6.（原稿ファイル）原稿は、本規程および別に定める原稿作成要領（別に定める）に従い、ワープロ

ソフトや図表ソフトを使って作成する。 

 



7.（原稿の送付） 原稿の送付は所定のウェブサイトから行う。原稿の基本情報を入力した後、上述

のファイルを送信する。 

 

8. （原稿受付日および掲載受理日） 原稿受付日は、所定のウェブサイトから送信が完了した年月

日、掲載受理日は原稿の掲載が編集委員会によって受理された日とする。 

 

9.（原稿の規定枚数） 原稿の長さは原則として図表を含めて以下のページ数以内とする。 

報文 10、ノート 5、総説 7、解説 6、オピニオン 4、現場からの報告 4、ニュース 4、資料 4、オピニオ

ン・ニュース・資料および依頼原稿のページ数は指定することがある。 

 

Ⅳ.審査  

10.（原稿の採否） 原稿の採否は編集委員会（編集委員会規程に記載）が決定する。  

編集委員会は投稿された原著論文に関しては 2 名の査読委員を選定し、厳格に査読を行う。 

投稿された原著論文の審査結果が分かれた場合は、第 3 人目の査読委員を立てて、その掲載の

有無を判定する。 

 

11.（内容の訂正） 編集委員は内容、構成および字句の修正を著者に要求することがある。 

また、採用が決定した原稿内容を著者が変更する場合は、編集委員会の承諾を得なければならな

い。 

 

12.（遅延原稿の整理） 著者に対し訂正を求めた原稿が返却の日より 2 カ月以内に訂正・送付さ

れない場合は取り下げとみなされることがある。 

 

V. 著者校正  

13. 著者校正は 1 回とする。校正は印刷上の誤りの訂正にとどめ、文章等、内容の変更を認めな

い。 

 

VI.投稿料  

14.（投稿料） 投稿原稿の投稿料は、無料とする。 

 

15．（問い合わせ）会誌編集に関する問い合わせは下記あてのこと。  

復興農学会編集委員会 内田 修司 （福島工業高等専門学校）  

メールアドレス：uchidas＠fukushima-nct.ac.jp 


